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いき長寿だより

　疾病や障害があり病院への通院が難しい人が、住み慣れた場所（自宅や高齢者向け住
宅など）で必要な医療を受けられるよう、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・リハビリテー
ション専門職などが訪問します。また、ケアマネジャーやホームヘルパーなどと連携して、
本人や家族、介護者を含めて在宅医療を支えます。

住み慣れた場所でいつまでも暮らせるように

在宅での療養生活を支える
 医療と介護

自宅・高齢者向け住宅

介護長寿課　☎227ー6067

① 定期的に通院している医療機関の医師
② 担当のケアマネジャー（担当ケアマネジャーがいない場合は地域包括支援センター）
③ 入院中の人は病院のソーシャルワーカーや退院調整看護師

きいき長寿だ

在宅医療を支える専門職

在宅医療についてどこで相談すればいいの？

かかりつけ医

看護師

ケアマネジャー
地域包括支援センター

ホームヘルパー
理学療法士・作業療法士

言語聴覚士

薬剤師

歯科医師・歯科衛生士

日常的な治療・健康管理

医師の指示に基づいた療
養上の世話や処置など

介護が必要な場合、サー
ビスの調整

食事など身の回りの生活
支援や入浴の介助など

運動機能や日常生活に必
要な動作の指導

薬の飲み方などの確認・
管理・説明など

口腔内の診察や清掃、入
れ歯の調整など




